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豊富な樹種で構成される北見バイパス予定地の自然林(撮 影:福 地 郁子)

社団法人北海道自然保護協会



チ ョツト*ひ とこと

世
界
遺
産
条
約
の
原
点
に
か
え
る

「物言 えば くちびる寒 し秋 の風」 とい う芭蕉の句があ る。

角川必携 国語辞典 は、「な ま じよけい な こ とを言 う と災 い を

まね くものだ とい うこ と」 と解 説 している。 ここは黙 って、

灘麟 鰍疑i懇赫
た。条約の 目的 は、その前文 か ら明 らかな ように、顕著 な普遍的価値 を有す る文化

遺産お よび 自然遺 産が 、戦争 、貧困、盗掘 、不十分な保護対策、資金不足 などによっ

て破壊の脅威 に さらされているこ とか ら、それ らを国際社会の協 力 によって保護 し

ようとい うものである。 ピラ ミッ ド、ス フィンクス、ア ンコー ルワ ッ ト、 クスコ、

マチ ュ ・ピチ ュな どを思 い浮 かべ れば、世 界各国が資金や技術 を出 し合 って 、保護i

に全力 をつ くすべ きこ とは明 らかであろ う。

で は、世 界遺産 との 、 どの よ うな意味 を有するのか。第1に 、世界遺産は 「世界」

のための遺 産で ある。 したが って、遺 産所 在国は、それ を人類 全体のため に管理 し

なけれ ばな らず 、自国の都合 で勝手 な扱 い をする ことはで きない(4条)。 第2に 、

遺産 は、「世 界」全体の遺 産であるか ら、一 国 に管理の責任 を押 しつ け るので は な

く、世 界が協力 して保護す る義務が ある(6条)。 ようする に、世 界遺 産 とは人類

全体の遺産 を人類全体で守 る とい うことであって、一国の打算 や利害得失 を越 えた

存在 なので ある。世 界遺 産に登録 される と、当該 国に、それ を人類全体の利益の た

め に管理す る重 い責任が生 じるこ とは当然 といわなければな らない。

で は、世界遺産 に登録 される と、一切 の利用 が禁止 されるのか。条約は、遺産 を 「保護 し、

保存 し、整備 し、将来 の世代 に伝 える」 だけではな く、「遺産 に対 し社会 生活 にお ける役 割 を

あた え」 なければな らない と定 めている(5条a項)。 す なわ ち、文化遺産 や 自然遺 産 は 、 そ

れ を博物館の陳列 品の ように隔離保存す るのではな く、む しろ公開 し、利用 し、その

地域や世 界の人 々の文 化的 ・社会 的生活 を豊 かにする もので なければ ならない。遺産

の最 も手 っ取 り早 い利用方 法が観光 ツー リズムである ことは否定 しないが 、それ も遺

産の 「社会生活 における役割」 にふ さわ しい抑 制の とれた もので なければ ならない。

最近の 日本 の一部 の論調 を見ている と、世 界遺産 を 「世界の遺産」 で はな く、 「世

界的遺産」 と混 同 している ようだ。 インター ネッ トで 「世界遺産」 と打 ち込む と、世

界遺産の旅 、世 界遺 産 ツアー、世 界遺産DVDな ど、 コマー シャルばか り出て くる。

世 界遺産 は観光 地の レッテルや ランキ ングでは ない。む しろ世界遺産 となるこ とで 、

自治体 ・道 ・国は、世 界 に対 して重 い責 任 をお う。IUCNシ ェパ ー ド部長の指摘 に

真摯 に応 える ことが、その第一歩 とな るべ きだとお もう。

(副会長 ・小樽市在住)

猷
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武 春

遺

一2一



侵幸 1 告

北見バイパスの本質を問 う(第5回 公開市民会議)

1月15rJ、 夜、北見'ii∫民会館で 「北見の1'1然風一Lを考える」市民連絡会の主催で 「特別講演会」が開

かれました。凍てつ く零 ド10℃以一ドの道東の地、関心の高さから北見市民を初めとして近郊の債戸、斜
里町等から150余 名の聴衆が集まり、会場を埋め尽 くしました。

初めに、市民連絡会の表事務局長から、これまでの行政交渉等の取 り組み経過と現状報告、新たな署

名を市民に広げる活動の展開について説明がありました。その際、北海道開発局はこの道路訂画が 自然

に負荷を与えないと主張するが、 トンネル5本 、橋梁8ケ 所の設置がある道路計画は果た してそうであ

ろうか、 トンネル.一[事のもたらす常呂川への悪影響、湧水地の枯渇、地下水脈の分断等 々からサ ケ科魚

類をはじめ、清洌な湧水河川を渕 ヒし、産卵や生息する幾多の魚類、それらに依存する鳥類、生態系へ

の影響は必至である。そのような問題点が指摘されました。

次に、佐藤謙当協会会長が 「身近な自然の価値と道路計画jと 題した講演を した。道路予定地を広 く

踏査 した結果を踏まえて、スライド、パワーポイン トを使用 し、道東の低標高地でかつ狭い標高範囲で

あるにもかかわらず自生植物が約440種 も多種多様に見られることが非常に特殊であることを、環境影響

評価書を分析 しながら評価 した。加えて、予定地の植生は多 くが自然植生から成 り立ってお り、豊富 な

樹種から構成 された自然の姿を強く残した自然林に占められている特徴、林冠では通常 は山麓や山腹 に

多いアサダやオオバボダイジュが多く、林床では通常は山麓や沢筋に多い トクサが優占種 として稜線部

まで広 く、かつ多量に見られる特徴、これらの特徴は他の地域では見られないことなど、具体的にスラ

イ ドで判 りやす く説明された。並み居る地元の聴衆の皆さんは、あらためて身近な 「観音 山」 とその周

辺の自然の素晴らしさに認識を深めるとともに、郷土の財産に誇りをもたれたと思います。

続いて、市川守弘当協会副会長が 「生物多様性条約と道路問題」 と題 して講演 した。 この中で、持続

的発展は、社会的持続性、経済的持続性の基礎に生態的持続性があること、この生態的持続性を判断す

るキーとして生物多様性が存在することが指摘された。そ して、10.3キ ロで400億 円、1メ ー トル400万

円の事業費を注ぎ込むという、この北見道路は、生態的持続性 を考えず、結局は地域社会の発展 にも地

域経済にも役立たないものであることが強調された。

その後、参加された聴衆のみなさんから次の質問があった。「初めは北見バイパスと言っていたが北見

道路に変わったのは何故ですか」「現実に取 り付け道路工事が始まっているが、反対しても阻止できない

第5回 公開市民会議

のでないかj「子供の頃から慣れ親しんだ山が ト

ンネルで破壊 される、昨年8月 に署名をもって

北海道開発局交渉に同席、訴えたが、担当課長

があんな山がと暴言を吐いたのは許せ ない、何

としても自然破壊から守 りたい」等々。それに

対 して、全国、北海道での過去、現在のたたか

いの経過を披潅、たたかいはこれか らであ り、

広 く市民、道民に訴えて、署名活動 を全国に広

げ、世論を動かし、地域活性化につ ながらない

道路計画を断固阻止するため粘 り強 くたたかい

ぬき、共にがんばりましょうとの回答があった。

閉会の挨拶 として、市民連絡会の大島代表が

今後のたたかいの決意 を述べられ、カンパ支援

のお願いも加えて終了となった.
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サハリン石油プロジェクトに関連する、ふたつの会合に関する報告

常務理事 奥 谷 浩 一

今年に入って札幌で、サハリン石油プロジェク トに関連するふたつの会合が開催 された。そのひとつ

は1月24LJに 行われた国際協力銀行主催のサハリン フェーズ2プ ロジェク ト環境関連フォーラムであり、

もうひとつは明 くる1月25日 に海土保安庁主催で行われたサハリンプロジェク トシンポジウムである。

その内容と感想を報告 したい。

(1)国 際協力銀行主催:サ ハ リン フェーズ2プ ロジェク ト環境関連 フォー ラム

このフォーラムは、サハリンの石油 ・天然ガス開発を行っているサハリン ・エナジー社(以 下SE社

と言う)が 国際協力銀行に要請 している融資の審査過程で、同銀行が昨年12月 東京で行った同フォーラ
ムをうけて、油汚染事故の影響をまともに受けると考えられる北海道での報告会 とい うかたちで開催 し

たものである。場所は水産ビル、午後1時 から4時 まで、参加者は100名 を超えた。同銀行の広報部 、資

源金融部、環境審査室などから東京会合で出た意見を集約する報告があった。

これに対 して、石狩湾漁協のほか、稚内、雄武、留萌などの漁協、道漁連な どか ら、SE社 に対する

厳 しい意見が相次いで強 く提起された。サハリン開発が今後50年 も継続する事業であ り、来年からは石

油タンカーが通年通航となるのに、SE社 は海洋での油流出事故には責任を負わないと言明 してお り、

重要な漁場であ り知床のような世界自然遺産候補をもつオホーック海の漁業資源を守るという配慮が見

らないからである。また同社が、掘削地点での油事故や油の海洋投棄のほか、事前報告もない ままアニ

ワ湾に土砂を大量に投棄するなど、現地ともうまくやっていないうえに、当日入ったニュースによると、
ユジノサハリンスク地裁が、SE社 の環境影響調査が不 一卜分なため、アニワ湾の ター ミナル建設 に伴 う

突堤[事 を取 り消すとの判決を出したとのことで、SE社 は言っていることとやっていることの問に落

差があ りすぎるとの不信感を増幅 させることになった。

漁業関係者が一様に不安を抱いているのは、もしもサハリン沖で油事故が起 きた場合には、海洋だけ

でなくオホーツク沿岸にきわめて大規模な被害が起 きる可能性があるからで、国内唯 一一一の結氷地域で油

事故が起こった場合の有効な対策を明確に示 してほしい、SE社 の防災 ・防除計画がはた して信頼に値

するかどうか専門家の意見をぜひ取 り入れてほしいというのは、やは り切実な要求である。さらに、いっ

そう具体的な要求として、ナホ トカ号、サハリンの湊深船、昨年の韓国船の事1牧を教訓に、石油タンカー

乗組員には航行マニュアルや気象状況の把握を義務づけた り、航行ルー トを企業秘密にせずに、海h保

安庁に連絡 して正確に情報伝達 し、万 一の場合には日ロ問で速やかに連携 して防除対策が とれるように

してほしいとの要望が提起され、私もなるほどと思った。

生物研究者からは、融資の前提 となるSE社 の環境評価報告書が生物にかん して もきわめていいかげ

んで、伺 掻性に欠けるとの鋭い指摘があ り、同銀行側は弁明にた じた じという様子であった。オオワシ

にかんしては環境アセスの出発点 となるべき現地の生息数さえ正確に把握 してお らず、海鳥にかん して

もロシアの文献を踏まえておらず、海鳥の分布 ・移動 ・生息数、繁殖地 ・採餌状況など、季節ごとのデー

タが必要なのにこれを収集 していないうえ、国際的には海鳥の混獲防止対策が必要 となっている時代な

のにこれにまったく触れていない、アザラシについてもそもそ も記載がなく、これでは融資 の基礎条件

が整っていないのではないかと意見が相次いで提起された。サハ リン東岸には広大 な干潟があ り、 この

生態系を破壊すると陸の生態系 も破壊されるので、ここで油事故を起こしてはならないとの指摘 もまた、

私には地球生態系を保全するうえで貴重な意見であると思われた。

そのほかに、北海道という地域 に密着 してアイヌ関係のNPOか ら、サハ リンの先住民族が プロジェ
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侵幸 2 告

ク トに反対 して立ち上が り、アイヌ民族からも質問状が出ているので、独立 した民族学的調査 をやって

ほしい・SE社 が先住民族の生活と権利を踏みにじってカナダなどと同 じことをやるなら国民の税金を

融資すべきではない、という意見が出ていたことも私には印象的であった。

これらのフロアからの意見に対 して国際協力銀行からは、われわれに当事者 としてロシア側 と協議す

る力はないが、SE社 が タンカー事故による油汚染には責任をもたないと言っている点については、同
社に修正の申し入れをしている、環境審査の過程で要望があったことについては同社にこれからも申 し

入れするつもりだ、貸 したらそれで終わ りではなくて何年 も債権者と対峙することになるので、モニ タ

リングなどフルに活用 したいとの回答があった。生物の調査にかん しては、同銀行内に環境特別調査室

があり、そこで調査をやっているが、これだけ大 きなプロジェクトなのでわれわれの調査だけでは十分

でない場合、専門家やコンサルタン トの方にも協力 してもらうつもりでお り、モニタリングの方法や期

間についても現在検討中であるとのことであった。

当日の発言は議事録にのせてHPで も見られるようにするとのことなので、関心をもつ方はぜひとも

参照 していただきたい。

(2)海 上保安庁主催 「サハ リン ・プロジェク ト・シンポ ジウム」報告

このシンポジウムの共催団体はシップ ・アンド・オーシャン財団と北海道で、明 くる1月25日 に札幌
コンベンションセンターで、午前9時30分 から午後6時 までの一一日がか りで開催 された。主催者発表で
は参加者はおよそ300人 ということであった。

第一部のセ ミナーでは、北大低温科学研究所教授、海,.ヒ保安庁主任沿岸情報官、エクソン ・ネフテガ

ス社生産部長、サハリン ・エナジー社日本部長、サハ リン管区海難救助局長、北海道経済部商業経済交

流部、海上災害防止センター防災部による講演があった。第2部 はパネルデ ィスカッションとは言いな

がら、エクソンとサハリン ・エナジー社、国上交通省海事局、石油連盟、水産庁増殖推進部、 ロシア連

邦海洋汚染 ・海難救助調整庁長官、1毎ヒ保安庁警備救難部による一方的な説明で、実際にディスカッショ

ンが行われたのは最後の1時 間のみであった。フロアからの発言を許されたのはたった…名で、…般参

加者から意見を聴かないように最初から設定しているとしか思えなかった。そのデ ィスカッシ ョンのな

かで、話題の中心になったのは、氷海域での油流失の状況についてであった。実験 によると、流氷域で

油事故が起きると、氷の下に油が広が り、そのまま放置すれば氷の成長の中にとりこまれ、氷が融ける

と再出現するそうである。氷から油を除去する研究は今始まったばか りであ り、これか らの研究に期待

するしかないとのことであった。だが、ロシア北極海、バル ト海、カナダ北極海では氷による船体損傷

事故が多発 しているそうで、大いに不安が残る話であった。唯…少々緊迫 した場面が生 まれたのは、氷

海での油除去の方法にかんして、ネクソン社のページ氏が化学薬品を用いて氷 を溶か して処理すればい

いと述べたのに対 して、ロシアの上記カーレフ長官がオホーツク海で分散剤などを使 うことは住民に影

響があるのでやめた方がよい、氷海はきわめて複雑な状態なのでユニバーサルに使える機材はないと強

い口調で反論 した時であった。フロアからは、紋別に住む一一一人の男性が、悪天候の場合や流氷時には千

トンの船をたとえ10隻使っても油回収作業は不可能である、いざという時に霞 ケ関は地域住民に任せ る

ということですむのか、もっと真剣に考えてほしい、という意見を述べただけで、時問切れとなった。

このふたつの会合に参加 して、私もまた、油事故が起きた場合に直接の被害を受ける北海道民の一人

として、サハ リン石油プロジェク トの問題にもっと関心をもち、漁業関係者の切実な意見と要望 をもっ

と広 く伝えるとともに、さまざまなレベルで被害対策の全道:的なネットワークを早急に作る必要がある

と強く感 じさせられた。そ して、当協会としてもこのプロジェクトにたいする運動を強化 していかなけ

ればならないと感 じた2日 間であった。(江 別市在住)
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「も うた くさん ノノ大規模林道 」開催 され る

さる2月26日 、当協会主催、大規模林道問題北海道ネットワーク後援で上記シンポジウムが、

参加者およそ100名 を集めて、札幌エルプラザホールで開催 された。基調講演の部では、最初

に俵浩三氏が、大規模林道は経済の高度成長と拡大造林政策 という右肩上が りの時期に計画さ

れたもので、その後高度成長の終焉、林業政策の破綻、外材輸入の激増などで右肩下が りにな

り、林業全体が公益機能重視に転換 したにもかかわ らず、この現実に適合 しようとしていない

旧態依然たる事業であるとして、これを批判された。続いて石城謙吉氏は、林道の役割 と自然

に配慮 した林道のあ り方に触れながら、大規模林道はとうてい林道 とはいえず、林業の仕事が

減少するなかで役所が予算規模を維持 し、自らの格を守って生き延びるために、政治家 ・官僚 ・

業者の利権が らみの構造によって作 り出された無駄な事業であると指摘 された。

基調報告の部でまず柳川久氏は、緑資源機構側のコウモ リ調査は超音波測定機を用いて行う

もので、工事がコウモ リに与える影響は軽微 としているが、絶滅危急種や希少種が多いコウモ

リは捕獲調査と標識調査を数年継続 しなければ本当の事は分か らないので、方法的に見てもき

わめてずさんだと指摘された。続いて市川利美氏は、緑資源機構側 の調査によれば建設ルー ト

にナキウサギの生息にかんする知見はなかったことになるが、独自の調査 を行った結果では多

数の生息地が確認されたので、環境アセスがきわめてずさんであると指摘 され、いわゆる穴埋

め事件についても触れられた。

パネルディスカッションの部では、寺島一男氏が大規模林道の進捗状況を解説 しながら、地

元 自治体に財政負担が増えてお り、すでに設置されたところでは、平取 ・え りも線のように台

風による集中豪雨で道路崩壊などの被害が続出していることを報告 された。松田まゆみ氏は移

動性でない昆虫、クモ、マイマイなどの小動物が、アセスではほとんど調査されず、レッドデー

タ種 も無視 されてしまうと発言 されたほか、佐藤謙氏 も、日高山脈地方は温帯(南 方)性 植物

が豊富にあり、南方植物 と北方植物とが交錯 して生育 している特異な場所であることから、そ

の希少性 と保護を主張 された。

最後に司会の市川守弘氏が本日のシンポジウムの結論のまとめとして、資源機構の環境 アセ

スが開発 を前提 としたきわめていいかげんなもの

であること、いかなる観点から見ても大規模林道

は、自然 を大規模に破壊する、必要のない税金の

無駄使いであることを確認 し、われわれの力で科

学委員会に類似 した組織 を立ちあげて議論を公開

することの必要性を訴えた。そ して、東京か ら駆

けつけて くださった大規模林道全国ネッ トワーク

事務局長の加藤彰紀氏が挨拶に立ち、全国の動 き

を報告 して最後を締め くくられた。
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エ ツ セ イ

ちよ っと恐 い話 し

常 務 理 事 大 久 保 フ ヨ

児童 憲 章 に は 「す べ ての 児 童 は 、家 庭 で 正 しい 愛情 と知 識 と技 術 を もって 育 て られ 、 家庭 に 恵 まれ な

い 児童 に は こ れ に か わ る環 境 が 与 え られ る」 とあ ります よ うに 、子 ど もを育 て る には 、 正 しい愛 情 と知

識 と技 術 が な け れ ば な りませ ん。 この こ とは 自然 に対 して も同 じだ とい う考 え にた ち 、 自然保 護 活 動 を

始 め ま した 。

1987年 に 制定 され た総 合 保 養 地 域 整 備 法(リ ゾー ト法)は 、 日本 中 の 自然 豊 か な森 林 を伐 採 し、 開 発

して ゴ ル フ場 や ス キ ー場 、 ホ テ ル に変 えて い き ま した 。 森 林 の 一・つ の役 割 に国 ⊥ 保全 とい う重 要 な役 割

を もっ て い る の に 、 こ ん な こ と を続 けて い た ら、 雨 が 降 る度 に 土砂 崩 れや 水 害 が 起 こ るの で は ない か と

思 い ま した 。

さて 、 国 が 考 え て い る 「遺 伝 子 組 み 換 え作 物 」・「自然 再 生事 業 」・「心 の教 育 」 問 題 等 は 、 み な 自然 の

摂 理 に 反 す る こ とだ と思 い ます 。

「遺伝 子組 み換 え作 物 」 につ い て は 、 ど う して 安 全 が 確 か め られ て い な い危 険 な こ と をす る必 要 が あ

る の か 私 に は 理 解 で き ませ ん 。ふ とR・ カ ー ソ ンの 「沈 黙 の 春 」 を思 い ま した。 「自然 再 生 事 業 」 とい

う言 葉 を 始 め て 耳 に した 時 、 人 間が 自然 を再 生 す る?と 疑 問 が 湧 い て き ま した。 私 は 自然 は神 様 が 造 っ

た もの と思 っ て い ます か ら、 「自然 再生 」 とい うの は 、神 の領 域 を侵 す もの だ と思 い ます 。 そ れ に 「自

然 再 生 」 とい う考 え は 、 も と も とあ る 自然 を大 切 に しない よ うな気 が して な りませ ん 。 人問 が 作 る こ と

の で きな い もの は み ん な で大 切 に して い きた い もの で す 。 子 ど もに 目を 向 け てみ る と 、 「心 の 教 育 」 も

然 り、 「心 」 は育 て られ る もの で あ って 、 教 え る こ とは で き ませ ん。 こ こ数 年 、 国 の や っ て き て い る こ

と を見 て い る と、 「心 の 教 育 」 は 、戦 前 の 教 育 を思 い ます 。一一.一つ の 方 向 に導 い て 、 戦 争 に 行 く人 間 に つ

く りか え られ て い くの で は な い か と危惧 して い ます 。 ま た 、子 ど もの正 しい 成長 を考 え る時 、一 部 の 人

た ちで す す め られ て い る乳 幼 児 の早 期 教 育 は大 きな問 題 だ と思 い ます 。

子 ど もは 自分 で 育 つ 力 を もっ て生 まれ て くる の です 。 早 期 教 育 は 、 大 人 の考 えで 、せ っか く子 ど もが

も って 生 まれ て きた 育 つ 力 を無 視 して 、 な か ば 強制 的 にす る こ とで す か ら、 こ の弊 害 は必 ず くる と思 い

ます 。 子 ど もは 目先 の こ とで な く、 長 い 目で み て 、 ゆ っ く り子 ど もの 発 達 に促 した手 助 け を して 育 て た

い もの で す 。 き っ と、 す ば ら しい 子 に 育 ち ます 。子 ど もは本 来 す ば ら しい の です か ら。

最 後 に 、昨 今 問 題 に なっ て い る 「ゲ ー ム脳 」 につ い て考 え てみ ます 。 母 親 が可 愛 い我 が 子 を虐 待 した

り、殺 した りす る事 件 が 多 く聞 か れ ます 。 なぜ 、 こ ん な こ とが で き るの か と思 っ た時 、ふ と、 ゲ ー ム脳

の こ とが 頭 に浮 か び ま した 。 も しか して 、 これ は 「ゲ ー ム脳 」 に な って 、 前頭 前 野(脳 の 中 の最 高 司令

塔 とい われ て い る)の 機 能 が 低 下 して い る か らで は な い か と思 い ま した 。 そ う考 え る と今 まで考 え られ

な か った 数 多 くの 事 件 も納 得 い くよ うな 気 が し ます 。す べ てが 「ゲー ム 脳 」 とい うの で は な く、少 な か

らず 影 響 が あ るの で は ない か と考 える わ け で す 。 そ う考 え る とゲ ー ムで 育 った 世 代 の大 人 た ちが とて も

気 が か りです 。 母 親 が も し、 「ゲ ー ム脳 」 に な って い る と考 える と、同

じ世 代 の教 師 に だ って あ り得 る こ とで は?考 え 過 ぎな らい いのです が 。

最近 、列 車 の 匡}`故や 飛 行 機 の 事 故 につ なが る よ うな ミス が 続 い て い

ます 。 も しや 「ゲ ー ム脳 」?考 えす ぎの 私 は 、 い つ の 日か 、列 躯 、 バ

ス等 の運 転 士 、 飛行 機 のパ イロ ッ トは 、乗 務 前 に 「ゲ ー ム脳 」 の 検 査

をす る よ うに な る の で は と思 っ て い ます 。 自然 と子 ど もは 同 じだ と い

う視 点 に た っ て み る 時 、 自然 も子 ど もない が しろ に され て 真 の 意 味 で

愛 され て い な い よ うな気 が して な りませ ん。

今 、小 児科 医 、 児童 精 神 科 医 、脳 科 学 者 、 幼 児 教 育 者 の 中 で 、 「子

ど もの心 と脳 が 危 な い!一一 テ レ ビを消 そ う 、 ゲー ム をや め よ う一 」 と

警 告 して い ます 。 便 利 さの 中 で 、 人 間が 本 来 持 って い る五 感 が 失 わ れ

て い くよ うな 気 が して な り ませ ん 。豊 か な 自然 の 中で 安 心 して 子 育 て

した い もの で す 。(北 広 島 市在 住)

イラス ト はせ くら みゆ き
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野幌森林公園の「中央道路」に初めて車両の通行規制なる 奥谷 浩一
(常務理事)

野幌森林公園を貫通する 「中央道路」は、積雪の期間を除いて一般車両が自由に通行で きる

道路であ り、同公園の自然保護上 きわめて大 きな問題 となってきた。この 「中央道路」 に、昨
年11月 「ここから先の区間は歩道です。一般車両は通行できません」 と書かれた江別市の立て

看板が3カ 所に設置された。このことは、同公園の車輌規制にたいする 「フォーラム野幌の森」

を初めとする自然保護団体の要求が実ったものであ り、同公園で初めて車輔規制が行われた歴

史的な第一歩 として歓迎 したい。
いうまで もなく野幌森林公園は、いまだに原始の

面影を大 きくとどめてお り、一部に天然記念物 を残

し、大都市近郊の平地林 としては世界的に見ても類

例の少ない貴重な森林を含んでいる。「中央道路」

は、その貴重な野幌森林公園の中央 を、たとえ積雪

のない期間だけとはいえ、一般車両が規制 もな しに

自由に通行で きるか ら、周辺の開発によってただで

さえ陸の孤島と化 しつあるこの公園の森林生態系 を

保護するという観点か ら見れば、きわめて深刻な問

題である。上記の 「中央道路」問題が江別

市にとってどうしても解決を引 き延ばす
こ とがで きない問題 にな り始 めたのは、 この市道 に車 を乗 り入れ てゴ ミを大量 に不

法投棄す る とい う問題 が深刻 化 してか らであ る。 この新 しい動 きは、同年10月 か ら

始 まった江 別市 のゴ ミ有料 化の実 施に伴 って、 ゴ ミの不法投棄が いっそ う強

まる ことを懸念 しての措 置である と推 測 され る。

もちろん、立 て看板 を設 置 しただけで は、車輌の通行 を完全 にシ ャッ ト

アウ トで きるはずはない し、看板 自体 にどれ だけの実効性があ るかは きわ

めて疑 問である。少 な くともチェー ンで道路 を塞い だ り、ゲー トを設置す

るな どの措 置を取 らなければ、そ して違反者 には罰則 を課す るよ うな法 的

手段 を取 らなければ、立て看 板 を無視 して林内 に入 る不謹慎 な車 を完全 に

阻止す る ことはで きないであろ う。 その 意味 で は、今 回の車輔 規 制 は、

北 鐸
各地の

「中央道路」問題 を真 に解決するための最初の第一歩を踏み出したにす ぎないであろう。今後

いっそう実効性のある車輔規制と 「中央道路」その ものの廃道化 という将来的な目標に向けて、
さらに力強く運動を展開 していきたいと思う。(江 別市在住)

「渡島半島地域 ヒグマ保護管理計画から」 宗像 和彦
(理 事)

この計画は、渡島半島地域は道内で も人 とヒグマとの接触頻度が高 く、出没通知数 も増加 し

ているなどのことから、ヒグマの地域個体群の存続を図 り且つ人身事故の防止や農作物等被害

の予防を図るとして、北海道が平成12年 度に策定 した 「ヒグマの適正な保護管理計画」(期 間

は10年)で す。現在、その方策として、⑦農作物被害の防除策(電 気柵の設置など)の 検討と

普二及、誘引物(生 ゴミなど)の 除去 ・管理 とその啓蒙、②出没時の情報連絡や駆除体制の整備、

③地域個体群の管理(生 息状況の把握、管理捕獲の検討実施など)、④ ヒグマ対策に必要な人

材の育成 と管理体制の検討、⑤対策推進の調査研究(対 策効果の検証、管理技術の開発など)、

などが取組まれてます。その中で、ヒグマによる問題発生の抑制 ・低減の効果を図る手段の一

つとして 「春季の管理捕獲」が14～16年 度の3期 に実施されました。これは各地域 ごとに雪融
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け前の一定期間内に、渡島半島全体捕獲数に上限(オ ス39頭 、メス10頭 、但 し積雪上の足跡で

前掌幅13cm以 上の成獣)を 設けて銃捕獲をするというものです。

16年度は全体計画の5年 目であることで、中間期での諸計画の効果評価(地 域住民へのアン

ケー ト形式と関係機関の資料分析など)が おこなわれたが、この 「春の管理捕獲」については

実施3年 間の出没状況や害獣駆除数から 「明瞭な効果」は得られなかったと分析され 「春の管

理捕獲」は見直 しとされました。一方、評価の低かった狩猟後継者不足の問題について、その

解決を図るために新たに 「人材育成のための捕獲」を取入れ、17年度から3年 間に 「春の管理

捕獲」とほぼ同 じ内容で実施計画が組まれました。この 「人材育成計画」は 「当面の実施策」

の見直 し作業のために組織 した識者による 「専門分科会」の意向もあるといわれます。

当面被害の防除には何 らかの対策は必要です。 しか し 「春の管理捕獲」実施の3年 間では害

獣駆除も入れると年間70～100頭 が駆除されています。地域の生息数や個体群の現状分析が ま

だ手探 りの現状でのこの取組、保護管理計画の根底にある 「ヒグマの種保存」にとって負に働

く可能性がないのか疑念が残 ります。生息する個体群や個体数の実態 を高い精度で掌握する努

力が先決であり、そのために北海道は十分な予算 ・人員を投入すべきです。北海道 として本腰

を入れた取組みを見せてほしい ものです。絶滅に傾いてしまってからでは取 り返しのつかない

課題です。(函 館市在住)

屡道

「道東の 自然 公園 と国際化」 森田 正治
(理 事)

昨年から 「知床の世界自然遺産登録」が注 目され、その陰に隠れがちな

= ユース

のが 「ラムサール湿地登録」である。釧路湿原、厚岸湖 ・別寒辺牛湿原や

霧多布湿原に続いて、風蓮湖、野付半島、濤沸湖などが候補に上げられてい

る。知床の世界自然遺産と合せて登録が実現できると、道東地方の自然公園

のほとんどが国際的に高い評価を受けることになる訳だ。それだけに自然を

愛する者にとっては嬉 しいことになる。

しか し、自然保護iの面よりも、経済効果や観光面を優先される傾向は、い

つの時代 も同 じである。 と言 って観光 を否定す る訳ではな く、 どの ように自然 と共

存 して行 くかが キーポ イン トと言 え よう。具体的 には、① エ コツー リス トや観光客への規制 、

② 自然公 園内外での指導 、ハー ドとソフ トの面での行動が急務である。前者 について は、なか

なか難 しい ところがあ り、後者 も人材 養成が遅 れが ちであ る。

別海町野付半 島ネイチ ャーセ ンターでは、3年 前 よ りセ ミプロを目指す 「ネイチ ャー一ガイ ド

養成講座」が 開催 され、修了者で構 成 されたガイ ドグループが 自然観察会 な どの研修活動 を積

極 的に行 なっている。中標津町では、「自然探勝 セ ミナー」が開かれ、修了 者 で"自 然探 勝 ク

ラブ を設立 。標津 町では、以前 よ り"エ コ ・ツー リズム交流推進協 議会"が 修学旅行生 らを

受 け入れ、観光 ガ イ ド講座 も開催 している。

しか し、特 に根室 地方では、ボランテ ィア ガイ ドは増 えつつ も、観光客相 手の有料 の 自然 ガ

イ ドや インタープ リターの数が少 ないのが現状 。今年 か ら、観光客の急増が予想 されるだけに、

自然への影響 を心 配す るのは私一人 だけでは ないで しょう。

知床は世 界 自然 遺産の登録 で黄色の ランプが点滅 し、関係者 を焼 きもきさせている。観光地

と しての斜 里側 と漁業基地の羅臼側 とで は相当な温 度差 がある ようだ。一方、 ラムサール関連

で は、風 蓮湖の北側で は地元 漁協が待 ったをかけている。野付半 島で は、鳥獣保護i区(禁 猟 区)

を少 しで も広げたい野鳥の会 と猟場 を少 しで も失 ないた くない猟友会が対立 している。その野

付半 島で は、 シカ猟で手が回わ らな くなったのか、又は高齢化か、年 々、ハ ンターの姿 が減っ

ている様子。今 後 と も、道東の 自然 チェ ックを続けたい ものである。(申 標津町在住)
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講 演 会 の ご 案 内

「エ ゾシマ リスの生態」 一食物 ・巣 ・冬眠 ・子育て一

北海道では、わ りとよく見ることができるシマリス。ナキウサギのすむガ レ場 でもよく動 き

まわる愛敬ものですが、その詳 しい生態は意外と知られていないのではないでしょうか。
そこで、ナキウサギふ あんくらぶでは、エゾシマリスを長年研究している川道美枝子さんに、シ
マ リスについてご講演いただくことに しま した。

お 話1川 道美枝子さん

と き:3月29日(火)午 後6時 よ り

ところ:札 幌エルプラザ4F大 研修室

札幌市北区北8条 西3丁 目JR札 幌駅北ロより徒歩3分 ・TEL728-1222㈹
主 催:ナ キウサギふ あんくらぶTELO11・ 一一281-3348

参加費:無 料(資 料代は別)

札幌学院大学市民講座 「札幌の自然をたずねて:」のご案内

この講義で は 、講義と自然観察会を組み合わせ 、札幌の 自然 に親 しみます 。これか ら自然観 察ガイ ドを め ざそ う と

する方 にはも ちろん 、札 幌の自然に関心をもつ一般の方々にも大い に役立ちます 。

第1回5月2旧(土)

(1)午 前10時 か ら12時 講 義 「円山公園の歴史 と自然をたずねて」 奥谷浩一氏(札 幌学院大学人 文学部教授)

(2)午 後1時 から3時 自然観察 「円山公園で春の 自然を観察 しよう」 村野道子氏(自 然 ガイ ド)

第2回5月28日(土)

(1)午 前10時 から12時 講 義 「都市 近郊林としての藻岩山を考える」

俵 浩三氏(専 修大学北海道短期大学名誉 教授)

② 午後1時 から3時 自然観察 「新 緑の藻岩山を歩く」 福地郁子氏(北 海道 自然観察協議会会長)

第3回6月4日(土)

(1)午 前10時 か ら12時 講義 「札幌の川 一その歴 史と自然」 根岸 徹氏(北 海道 自然観察協議会 副会長)

(2)午 後1時 か ら3時 自然観察 「精進 川で水辺 の生物を観察 しよう」 根岸 徹氏(同 上)

[注意事項]受 講料 は全3回 で3,900円 。自然観 察会 は少雨決行 、雨具.持参 、昼食は各 自持参。交通費も各 自負担 。

[場 所]札 幌学院大学社会連携セ ンター(札 幌市中央区南大通西6丁 目。地下鉄大通駅 出 ロ1番 徒歩1分)

受付 と問 い合 わせは011-280-1581

第13回大規模林道問題全国集会

人里はなれた山間奥、中間地に国道並の大規模林道(緑 資源幹線林道)が 四半世紀に渡って建

設、工事が進められています。世界的規模で地球温暖化防止が叫ばれている中での 自然破壊の大

規模道路工事です。国、北海道共に大幅な赤字財政、無駄な公共工事の典型である当該道路計画

の全貌を知見しながら、全国のたたかいの経験交流と現地視察を予定 しています。
下記日程で開催 しますので是非ご参加下さるよう願います。

6月25日(土)午 後1時 ～午後5時 まで 「全体集会」基調講演他

(場所)か でる2・74F大 会議室

6月26日(日)現 地視察一様似 ・えりも線一平取 ・新冠区間

叢 一催 大規模林道問題全国ネットワーク ・大規模林道問題北海道ネットワーク

問合せ先・011-251-54654月 始めには参加募集を開始します。詳しい内容は当協会HPを ご覧ください。

参搬串も込み先 「旅システA」Ol1-742-2265

資料代 として1,500円を会場でいただきます。
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活 動 日 誌

2004年12月

20日 平取 ダム環境評価委員会傍聴

24日 大規模林道 ・緑資源機構 と調査 、情

報等資料収集話 しあい

28日 三役 ・事務局合 同会議

2005年1月

7日 会報124号 発送

12日 第7回 拡大常務理事会

十勝 ラリー問題 で環境省西北 海道地

区自然保護事務所 と道 自然保護連合、

ナキウサギふ あん くらぶ との交渉に

オブザ ーバー参加

15日 第5回 公開市民会議 「北見バ イパス

の本質を問 う」 一北見市民会館 一

24日 ～25日 サハ リン石油プロジェク トフォー

ラム傍聴

2005年2月

16日

17日

22日

26日

第8回 拡大常務理事会

北海道自然環境審議i会出席

第6回 釧路湿原自然再生協議会傍聴

「もうた くさん〃大規模林道」 シン

ポジウムー札幌エルプラザホールー

垂 「北 見バ イパ ス」 中止の署 名の ご協力il
　 タ

1あ りがとうございます・ll
子どもたちに豊かな自然を伝えるのが1

耀1誌瀧ヨ

要 望 書 な と1

■2004年12月20日 「知床世界自然遺産候補

地の保全に関する要望書」(環 境大 臣、林

野庁長官、文化庁長官、北海道知事各宛)

一北海道自然保護連合 と連名一

■2005年1月17日 「釧路湿原自然再生全体

構想(案)に 関する意見」

(釧路湿原自然再生協議会宛)

■2005年1月20日 「円山の眺望景観を無視

した都市計画の是正を求める要望 ・質問書」

(札幌市長宛)

■2005年2月11日 「知床世界自然遺産候補

地の保全に関する要望」

(知床世界自然遺産候補地科学委員会宛)

一北海道自然保護漣合 と連名一

■2005年2月19日 「北海道十勝におけるラ

リー大会に関する環境調査報告等の資料提

供及び説明を求める要請

(ラ リージャパ ン2004実行委員会宛)

一4団 体連名一

■2005年2月21日 「十勝におけるラリー大

会の林道使用の許認可 に関す る要望書」

(北海道森林管理局長、十勝西部森林管理

署東大雪支署長各宛)

一4団 体連名一

ありがとうございます。

大 野 裕 子

石 城 謙 吉

4,000

10,000
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*お 知 らせ コーナー*

2005年 定期総会と公開講演会のご案内

下記の要領 で、2005年 定期総会 と公開講演会 を開催 いた します。

すでに問題 を提起 してお ります大規模林道 、北見 バイパス、知床世界遺産登録 、釧

路湿原再生事業 な ど、 自然保 護 をめ ぐる問題 が山積 してお ります。総会において、よ

り良 い 自然 が残 されるよ う、諸問題 について広 く意 見 を交換 したいと考 えてお ります。

総会 ・講演会 の案内は、4月 に別途 いた しますが、野外 活動 シーズ ンとかさなる時節

ですので、前 もって連絡 い た します。万障繰 り合わせて ご参加 くだ さいます よう、お

願いいた します。

日 時5月14日(土)13:00～15:20

場 所 かでる2・7710号 室

講演 は斜里町立知床博物館長 ・中川 元氏 を予定 しています。

講演会 は15:30～17:00

油汚染事故国際ワークシ ョップのご案内

ご承知の通 り、現在サ八 リンでは石油プ ロジ ェウ トに

よる大規模な開発が進行 してお り、タンカー による油輸

送も来年か らは冬季間を含めて通年で行われることになっ

ています。このため 、万一油汚染事故が起 こった場合 、

オホ ーツウ海 と日本海の沿岸 部が きわめ て深 刻な被害を

受けることが予想 され ます。こうした状 況をふまえて、

この国際ワーウシヨップでは 、アメ リカの油汚染事故 の

専門家たちをお招きし 、油汚染事 故が起こ った場合に北

海道で どう対処すべきか 、鳥類を初め とする動物救護 と

情報のネツ トワーウを どう作るべきかを追究 します。バ

ネラーはまだ未定ですが 、決ま り次第お知 らせ します。

参加費は無料です。

◆主 催 油汚染事故国際 ワークシ ョツプ実行委 員会 、

日本環境災害情報セ ンター(JEDIC)、

国際動物福祉基 金(lFAW)

◆ 日 時6月18日(土)午 後1時 から5時 まで

◆ 場 所 札 幌学院 大学社 会連携 センター

(札幌市 中央区南大通西6丁 目。 地下 鉄大 通

駅出ロ1番 か ら徒歩1分 。Ol1-280-1581)

◆問 い合 わせ先 上記国際ワーウシ ョップ実行委員長

奥谷 浩一(Ol1-387-9117)

協会のホームページ
http://www.jade.dti.ne.jp/^nchokkai/

協 会 で は 、会 誌 やNC(会 報)の 他 に 、 ホ ー

ムペ ー ジ で の活 動 報 告 ・意 見 募 集 も行 っ て お り

ます の で 、ぜ ひ ご 覧 に な っ て くだ さい 。会 員 の

皆 さん に は 、協 会 宛 に 直接 の 手 紙 で ご意 見 を寄

せ て い た だ く こ と を願 っ て お ります 。

会費納入のお願い

会費納入については日頃ご協力をいただいて

お りますが、未納の方は至急納入下さいます よ

うお願いいた します。

員

員

会

会

A

B

人

人

個

個

4,000円

2,000円

(A会 員 と同一一世 帯 の会 員)

学生会員

団体会員1口

〈納入口座〉

郵便振替口座

2,000円

15,0001i]

02710-7-4055

北 洋 銀 行 大 通 支 店(普 通)0017259

北 海 道 銀 行 本 店(普 通)0101444

札 幌 銀 行 本 店(普 通)418891

〈口 座 名 〉

社 団法 人 北 海 道 自然 保 護 協 会

※ この紙は再生紙 を使用 しています。
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